
現行計画と見直し案の施策体系の比較 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

面的対策 

環境教育 

適応策 

省エネルギーの促進・ 
再生可能エネルギーの利用促進 

・再生可能エネルギーの導入拡大 

廃棄物の発生抑制・循環型社会の形成 

・廃棄物の発生抑制、リサイクルの推進 

※「一般廃棄物処理基本計画」のもとで実施 

・ライフスタイルや事業活動の転換促進 

・省エネルギー機器等の導入促進 

・ヒートアイランド対策の推進 

【見直し案の施策の柱】 

・地域における環境教育の推進 

・学校での環境教育（エコスクール）の推進 

エネルギーの面的利用 

・環境に配慮した開発事業の誘導 

公共交通機関の利用促進 

・自動車に過度に依存しない交通環境整備 

ライフスタイルや事業活動の転換促進 

・取組支援 

・連携・協働 

・情報発信 

・環境学習・環境教育 

再生可能エネルギーの導入拡大 

・導入促進 

低炭素型まちづくりの促進 

・車に依存しないくらしの推進 

・ヒートアイランド対策 

・みどりや水辺の保全・整備 

・低炭素型まちづくり 

循環型社会の形成 

・廃棄物の減量・リサイクルの推進 

・水資源の有効活用 

市役所の率先行動 

【現行計画の施策の柱】 

緑地保全 

・みどりの保全、整備 

※「みどりの基本計画」のもとで実施 

(各項目に分散) 

(各項目に分散) 

(各項目に分散) 
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